
 

                  第 １ 号議案  

 

くにたち未来共創拠点矢川プラス条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

    令和 ４ 年 ２ 月 ２４ 日 

 

 

     提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 次世代を担う子どもたちが主体的に生きていく力を育むととも

に、人々の新たな関係性の構築及び世代間交流の推進並びに地域

活性化を図り、もって、まち全体に元気をもたらすことを目的と

して、くにたち未来共創拠点矢川プラスを設置するため、条例を

制定するものである。 

 

 

くにたち未来共創拠点矢川プラス条例案 

 

（設 置） 

第 １ 条 「人間を大切にする」というまちづくりの理念の下、人と人との

つながりを大切にする国立市において、人々を取り巻く暮らしの環境が変

化し、並びに超高齢社会及び人口減少社会が進展している状況に鑑み、子

育て・子育ちを支援するとともに、子どもから高齢者までの多様な世代が

集い、つながり、及び交わる拠点を創出することにより、次世代を担う子

どもたちが主体的に生きていく力を育むとともに、人々の新たな関係性の

構築及び世代間交流の推進並びに地域の活性化を図り、もって、まち全体

に元気をもたらすため、くにたち未来共創拠点矢川プラス（以下「矢川プ

ラス」という。）を設置する。 

（位 置） 



 

第 ２ 条 矢川プラスの位置は、次のとおりとする。 

国立市富士見台４丁目１７番地の６５、６６ 

（事 業） 

第 ３ 条 矢川プラスは、次に掲げる事業を行う。 

(１) 多世代の交流及び居場所づくりに関すること。 

(２) 子育て・子育ちの支援に関すること。 

(３) 幼児教育の推進に関すること。 

(４) 健康づくり及び高齢者の生きがいに関すること。 

(５) 地域コミュニティの活性化に関すること。 

(６) まちのにぎわいづくりに関すること。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの 

（施 設） 

第 ４ 条 矢川プラスに置く施設は、次のとおりとする。 

(１) 矢川児童館 

(２) 国立市子ども家庭支援センター子育てひろば 

(３) 幼児教育センター 

(４) 多目的ルーム 

(５) とおり土間 

(６) ホール 

(７) 多目的ひろば 

（矢川児童館の設置等） 

第 ５ 条 矢川児童館の設置及び管理運営については、国立市児童館条例（昭

和４６年３月国立市条例第３号）の定めるところによる。 

（指定管理者による管理） 

第 ６ 条 矢川プラス（矢川児童館を除く。以下同じ。）の管理は、国立市公

の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年９月国立市

条例第１６号）に基づき、市長が指定するもの（以下「指定管理者」とい

う。）にこれを行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第 ７ 条 前条の規定により指定管理者が管理を行う場合は、指定管理者は、

次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 第３条各号に掲げる事業に関する業務 



 

(２) 矢川プラスの使用の手続に関する業務 

(３) 矢川プラスの多目的ルーム、とおり土間、ホール及び多目的ひろば

（以下「多目的ルーム等」という。）の使用料の徴収に関する業務（第１７

条第１項に規定する利用料金を収入として収受させる場合を除く。） 

(４) 矢川プラスの維持管理に関する業務 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務 

（指定管理者の権限） 

第 ８ 条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第１１条、第１２条、第

１３条、第１８条及び第２２条に規定する市長の権限を行うものとする。

ただし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間において

当該停止を命ぜられた業務を除く。 

 （休館日等） 

第 ９ 条 矢川プラスの休館日は、次のとおりとする。ただし、多目的ひろ

ばについては、常時開放する。 

(１) 毎月の第１木曜日及び第３木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する国民の祝日に当たると

きは、市長が指定する日 

(２) １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を

変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

３ 第４条第２号から第６号までに掲げる各施設の休業日については、規則

で別に定める。 

（開館時間等） 

第１０条 矢川プラスの開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。

ただし、多目的ひろばについては、常時開放する。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間

を変更することができる。 

３ 第４条第２号から第６号までに掲げる各施設の利用時間については、規

則で別に定める。 

（使用の申請及び承認） 

第１１条 多目的ルーム等を使用しようとする者は、規則で定めるところに



 

より申請し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、矢川プラスの設置の目的の範囲内において多目的ルーム等を使

用する場合に限り、前項の承認を行うことができる。 

３ 市長は、多目的ルーム等の使用を承認するに当たっては、多目的ルーム

等の管理のために必要と認める範囲内で、使用に関する条件を付すことが

できる。 

４ 市長は、市又は指定管理者が事業を行うために多目的ルーム等を使用す

る場合は、優先的に使用を承認することができる。 

５ 多目的ルーム等の使用期間については、規則で定める。 

（使用の不承認） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ルーム等

の使用を承認しない。 

(１) 矢川プラスの管理上支障があると市長が認めたとき。 

(２) 前号に掲げる場合のほか、市長が使用を不適当と認めたとき。 

（行為の制限） 

第１３条 矢川プラスにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 市長の許可又は第１１条第１項の規定による使用の承認（次条にお

いて「使用承認」という。）を受けた場合を除き、次に掲げる行為をする

こと。 

ア 物品の販売、募金その他これらに類する行為 

イ 営利を目的とする映画、写真等の撮影又は興行を行うこと。 

ウ 営利を目的とする演説会、講演会その他これらに類する集会を行う

 こと。 

(２) 前号に掲げるもののほか、矢川プラスの管理上制限が必要と市長が

認める行為 

（使 用 料） 

第１４条 多目的ルーム等の使用料は、別表のとおりとする。 

２ 使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、前項に規定する使用

料を前納しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでな

い。 

（使用料の減免） 

第１５条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわ



 

らず、使用料を減免することができる。 

（使用料の不還付） 

第１６条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由

があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用料金） 

第１７条 市長は、第６条の規定により矢川プラスの管理を指定管理者に行

わせる場合は、多目的ルーム等の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に

おいては、利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ市長の承認を得て定める。利用料金を変更しようとするときも、

同様とする。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表

するとともに、矢川プラスの施設において入館者の見やすい場所に掲示し

なければならない。 

４ 指定管理者は、利用料金を収入とする場合において、規則で定める基準

により、利用料金の全部又は一部を還付し、又は利用料金を減免し、若しく

は割り引くことができる。 

５ 利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、第１４条から

前条までの規定は、適用しない。 

（使用の承認の取消し等） 

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ルーム等

の使用の承認を取り消し、又は多目的ルーム等の使用の停止を命ずること

ができる。 

(１) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。 

(２) 使用者がこの条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。 

(３) 使用者が使用の目的又は使用の承認の条件に違反したとき。 

(４) 多目的ルーム等の使用により、危険が生じるおそれがあるとき。 

(５) 災害その他の事故により、多目的ルーム等の使用ができなくなった

とき。 

(６) 矢川プラスの管理又は運営上、やむを得ない事由が生じたとき。 

(７) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。 



 

２ 前項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられ

たことにより使用者が受けた損害については、市長は賠償の責めを負わな

い。 

（使用権の譲渡の禁止） 

第１９条 使用者は、多目的ルーム等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転

貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第２０条 使用者は、多目的ルーム等の使用を終了したときは、直ちに設備

等を原状に回復しなければならない。第１８条の規定により使用の承認を

取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第２１条 矢川プラスの入館者又は使用者は、矢川プラスの建物、附属設備

等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければな

らない。前条の規定による原状回復の義務を怠った場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたとき

は、賠償の額を減額し、又は免除することができる。 

（広告類の掲示等の禁止） 

第２２条 矢川プラスにおいては、市長の許可を受けた広告以外の広告その

他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。 

（委 任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 
 

付 則 
 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 次に掲げる準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 

(１) 第６条の規定による指定及び管理 

(２) 第１１条の規定による申請、承認その他この条例を施行するために

必要な準備行為 



 

（国立市児童館条例の一部改正） 

３ 国立市児童館条例の一部を次のように改正する。 

第２条中「東京都国立市富士見台４丁目１７番地の１」を「東京都国立

市富士見台４丁目１７番地の６５、６６ くにたち未来共創拠点矢川プラ

ス内」に改める。 

 （国立市子ども家庭支援センター設置条例の一部改正） 

４ 国立市子ども家庭支援センター設置条例（平成１５年３月国立市条例第

１号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表を次のように改める。 

名称  位置  

国立市子ども家庭支援センター  国立市富士見台２丁目４７番地の１  

国立市子ども家庭支援センター

子育てひろば  

国立市富士見台４丁目１７番地の６５、

６６ くにたち未来共創拠点矢川プラス

内  

第５条及び第６条中「支援センター」の次に「（子育てひろばを除く。）」

を加える。 

 

別表（第１４条、第１７条関係） 

１ 多目的ルーム使用料 

 

 午前 午後 夜間 全日 

区分 
（午前９時～

午後０時３０

分） 

（午後１時～

午後５時） 

（午後５時３０

分～午後９時

３０分） 

（午前９時～

午後９時３０

分） 

多目的ルームＡ １，９００ ２，２００ ２，２００ ６，９００ 

多目的ルームＢ １，６００ １，９００ １，９００ ５，８００ 

多目的ルーム

Ａ及びＢ 

２，７００ ３，１００ ３，１００ ９，７００ 

 

 

 

 

 

単位：円 



 

単位：円 

 時間帯１ 時間帯２ 時間帯３ 時間帯４ 時間帯５ 時間帯６ 全日 

 （午前９

時～午前

１１時） 

（午前１１

時１５分～

午後１時 

１５分） 

（午後１

時３０分

～午後３

時３０

分） 

（午後３

時４５分

～午後５

時４５

分） 

（午後６

時～午後

８時） 

（午後８

時１５分

～午後９

時４５

分） 

（午前９

時～午後

９時４５

分） 

区分 

多目的

ルーム

Ｃ 

１，５００ １，５００ １，５００ １，５００ １，５００ １，３００ ８，８００ 

２ とおり土間使用料 

 単位：円 

全日（平日） 全日（休日） 時間外 

（午前１０時～午後７

時） 

（午前９時～午後７時） （左記の各時間帯に含ま

れない時間帯） 

９，３００ １０，３００ １時間当たり １，０００ 

３ ホール使用料 

 単位：円 

全日（平日） 全日（休日） 時間外 

（午前１０時～午後７

時） 

（午前９時～午後７時） （左記の各時間帯に含ま

れない時間帯） 

１１，３００ １２，６００ １時間当たり １，３００ 

４ 多目的ひろば使用料 

単位：円 

 時間帯１ 

（午前９時

～午前１１

時３０分） 

時間帯２ 

（正午～午

後２時３０

分） 

時間帯３ 

（午後３時

～午後８

時） 

全日 

（午前９時

～午後８

時） 

時間外 

（左記の各

時間帯に含

まれない時

間帯） 

区分 

多目的ひ

ろばＡ 

１，５００ １，５００ ２，０００ ３，５００ １時間当た

り ５００ 



 

 

単位：円 

区分 

全日（平日） 全日（休日） 時間外 

（午前１０時～午

後７時） 

（午前９時～午後

７時） 

（左記の各時間帯

に含まれない時間

帯） 

多目的ひろばＢ １６，４００ １８，３００ １時間当たり 

１，８００ 

備考 

１ 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。 

２ 「休日」とは、国立市の休日を定める条例（平成３年６月国立市条例

第１７号）第１条第１項に規定する市の休日をいい、「平日」とは、休

日以外の日をいう。 

３ 時間外については、管理上支障がない場合であって、特に必要と認め

られるときに限り、使用を許可することができる。 

４ 多目的ルームＡ及びＢについて、午前及び午後又は午後及び夜間を引

き続き使用するときは、各使用時間の間の時間については、使用料を徴

収しない。 

５ 多目的ルームＣについて、時間帯１及び時間帯２、時間帯２及び時間

帯３、時間帯３及び時間帯４、時間帯４及び時間帯５又は時間帯５及び

時間帯６を引き続き使用するときは、各使用時間の間の時間については、

使用料を徴収しない。 

６ 多目的ひろばＡについて、時間帯１及び時間帯２又は時間帯２及び時

間帯３を引き続き使用するときは、各使用時間の間の時間については、

使用料を徴収しない。 

７ 使用時間を短縮して使用する場合であっても、使用料は減額しない。 

８ 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者（以下「市民等」という。）

以外の者又は市民等を構成員に含まない団体が使用する場合の使用料

は、この表に規定する額に当該額の２割に相当する額を加算した額とす

る。 


